
救急自動車の交通事故による救急搬送の遅延について 

 

 医療機関へ傷病者を搬送中の救急自動車が、普通乗用車と接触する事故が発生しました。

その影響により救急自動車の病院到着が遅延しましたのでお知らせします。 

関係者の皆様をはじめ、市民の皆様にご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げま

す。 

  

１ 発生日時 

  令和８年２月８日（日）午前８時１１分 

 

２ 発生場所 

  相模原市緑区橋本台３丁目１番３３号先（工業団地入口交差点） 

 

３ 事故の内容、経過等 

  午前７時２８分に救急出場した南消防署大沼分署救急隊が医療機関へ傷病者を搬送途

上、赤信号の交差点を徐行で通過する際、左側から交差点内に進入した普通乗用車と接

触しました。この事故による負傷者は発生していませんが、搬送中の傷病者の医療機関

への到着が５分程度遅延したものです。 

当該傷病者は搬送先医療機関で重症と診断されましたが、遅延による影響はなかった

ことを医師に確認しています。 

 

４ 再発防止策 

  本事案を重く受け止め、緊急走行時における交通事故防止について、引き続き職員へ

の教育を徹底して参ります。        

 

以 上   

令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日 
相 模 原 市 発 表 資 料 

問合せ先 

南消防署警備課 

電話 042-744-0119 

対応責任者 原子 


